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はじめに 
 

 

「身寄りがない人への医療行為の同意に関する実態把握のための調査」を踏まえた医療

に係る意向表明文書についての高齢者等終身サポート事業者の関わり方（以下、「事業者の

関わり方」）は、令和 6 年度厚生労働行政推進調査事業費（地域医療基盤開発推進研究事業）

「身寄りのない人や意思決定が困難な人への医療行為の同意に関する実態把握のための研

究」班が、その研究成果を基に策定したものです。 

 

本研究班では、身寄りがない高齢者等が医療を必要とする場合に備え、意向確認等に際し

て身元保証事業者等が担う役割や留意すべき事項の全体像を明らかにすることを目的とし

て、全国の高齢者等終身サポート事業者（以下、事業者）395 事業者を対象に、「身寄りがな

い人への医療行為の同意に関する実態把握のための調査」を実施しました。 

 

その結果、事業者が提供するサービスは、身元保証、死後事務、日常生活支援など多岐に

わたり、特に医療に係る意思決定支援を行っている事業者は全体の 77.7%を占めることが明

らかになりました。また、調査対象のうち 74.8%の事業者が、医療に係る意向表明文書の作

成支援を提供している一方で、文書の作成プロセス・活用・共有・更新の体制や、医療機関

との連携に関する課題も浮き彫りとなりました。 

 

これらの課題を整理し、各分野の専門家による検討を経て、「事業者の関わり方」を取り

まとめました。「事業者の関わり方」の策定にあたっては、関係者および関係団体の皆様よ

り多くのご意見を賜りましたことに、心より感謝申し上げます。 

 

今後、身寄りがない高齢者等の増加が見込まれる中、頼れる家族がいない場合でも必要な

医療を受けられるよう、「事業者の関わり方」が各現場での参考資料として広く活用される

ことを願っています。 
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Ⅰ．背景 

 近年、病院への入院や介護施設等への入所の際の手続支援、日用品の買物などの日常生活

の支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等について、家族・親族に代わって支援する、

「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者（以下、事業者）が増加している。一方で、事

業内容が民事法や社会保障関係法に広くまたがることから、事業者が遵守すべき法律上の

規定や、留意すべき事項等を整理する必要性が高まっている。これを受けて、関係省庁が連

携し、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン（以下、「事業者ガイドライン」）」が策定

された。 

 「事業者ガイドライン」では、事業者が提供するサービスの一例として、身元保証等サー

ビスに含まれる「医療に係る意思決定の支援への関与」が記載されている。ただし、医療同

意そのものについては、利用者の身体・生命に関わり一身専属性が高い事柄であることから、

高齢者等終身サポート事業者を含む「身元保証人・身元引受人等」の第三者には、その同意

権限はないものと考えられている。そのため、「医療に係る意思決定の支援への関与」は、

医療同意そのものではないが、利用者が医療を必要とする場合に備え、意思が明確な段階か

ら事前に利用者が作成した書面を保管するなど利用者の意思を伝達する関わり方は想定さ

れる。 

「事業者ガイドライン」の内容を踏まえ、本研究班では、利用者が医療を必要とする場合

に備え、その意向確認に際して事業者が担う役割や留意すべき事項等の全体像を示すこと

を目的に、その実態調査を行った（以下、調査結果とは令和 6 年度の「身寄りがない人への

医療行為の同意に関する実態把握のための調査」の結果）。対象は研究班で把握した 395 の

業者で、郵送法および WEB による質問票の調査を実施した。回収率は 35.2％（139 事業者）

であった。さらに、同意を得られた 68 事業者から多様性を勘案して 10 事業者にヒアリン

グを実施した。調査結果は参考資料を参照のこと。この調査結果と「事業者ガイドライン」

等の既存の関連ガイドライン等を踏まえ、「医療に係る意向表明文書についての高齢者等終

身サポート事業者の関わり方」（以下、「事業者の関わり方」）を提案するものである。 

 本「事業者の関わり方」は、調査結果を踏まえ、「事業者ガイドライン」との整合性を考

慮して作成した。また、医療に係る意思決定が困難な利用者に対しては、「身寄りがない人

の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン（以下、「支援に

関するガイドライン」）」および、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関

するガイドライン（以下、「プロセスガイドライン」）」を参考に作成した。 
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Ⅱ．「事業者の関わり方」の目的 

 調査結果によると、回答のあった事業者のうち、医療に係る意思決定の支援をしていると

回答した事業者が約８割であった（Q1-2：複数回答可）。また、医療に係る意向表明文書（以

下、意向表明文書）に関するサービスを提供していると回答した事業者が約７割であった

（Q2-1）。これにより、意向表明文書に関するサービスに加えて、意向表明文書の作成に係

る支援が必要となることが想定された。本「事業者の関わり方」では、意向表明文書を「自

分で判断できなくなった場合に備えて、どのような医療や介護を受けたいか、あるいは受け

たくないかなどを記載した書面」とし、事業者による意向表明文書の取り扱いおよび作成支

援の際の留意点をまとめた。 

Ⅲ．高齢者等終身サポート事業者が意向表明文書の取り扱いおよび作成支援に関わる際の

基本認識 

（１）医療同意は第三者に同意権限はないと考えられている 

 医療同意そのものについては、利用者の身体・生命に関わり一身専属性が高い事柄である

ことから、高齢者等終身サポート事業者を含む「身元保証人・身元引受人等」の第三者には

その同意権限はないものと考えられている。利用者の判断能力の程度に関わらず、医師等の

医療従事者からの適切な情報提供と説明がなされ、利用者による意思決定を基本とした上

で適切な医療提供を行うことが重要である。 

（２）意向表明文書の作成主体は利用者本人であること 

 調査結果によると、医療に係る意向表明文書に関するサービスを提供している事業者に

おいて、全ての利用者のうち意向表明文書を作成する人の割合が「約 100％」と回答した事

業者が５割を超えていた（Q2-2-2）。また、利用者が医療に係る意向表明文書を作成するき

っかけは、「事業者からの提案」と回答した事業者が約８割であった。加えて、意向表明文

書の作成を契約時の必須項目としていると回答した事業者が複数みられた（Q2-2-3：複数回

答可）。このことから、意向表明文書が作成されるまで契約しない事業者が多い可能性もあ

ると考えられる。しかし、意向表明文書は、利用者の自発的な意思に基づき利用者自身が主

体的に作成するものである。したがって、意向表明文書の作成を一律的に契約の条件にすべ

きではない。  

（３）意向は状況によって変化すること 

 意向は利用者の健康状態や環境の変化によって変わるものであることを認識し、いつで

も意向表明文書の内容を変更できる旨を周知する必要がある。また、意向表明文書の内容に

変更がないかどうか、利用者に定期的に確認し、記載内容の更新を希望された場合には、速

やかに対応すべきである。 

（４）「プロセスガイドライン」など関連ガイドラインを踏まえること 

 厚生労働省では、ACP（アドバンス・ケア・プランニング）を「人生会議」と呼び、「人

生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り
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返し話し合うプロセス」と定義し、その普及に努めている。ACP は、本人の自発的な意思に

基づき、本人の信頼する家族等、医療従事者、介護従事者と行うものであるが、本人が希望

するものの、信頼できる家族等がいない場合や、医療や介護サービスを受けていない場合に

は、利用者の希望に基づき、事業者が意向表明文書に関する支援を行うことも想定される。 

 調査結果によると、「プロセスガイドラインの存在を知らない」と回答した事業者が約４

割であった（Q2-2-16-1）。事業者自身が「プロセスガイドライン」や ACP についての理解を

深めるため、研修会に参加するなどして、知識を深めておくことが必要である。また、「プ

ロセスガイドライン」では、本人の意思が確認できず、家族等がいない場合には医療・ケア

チームで本人にとっての最善の方針をとることが基本とされている。そのため、意向表明文

書を作成することが目的化してしまい、本人の意向を丁寧に確認せずに文書の作成を無理

に促すことは厳に慎むべきである。 

Ⅳ．事業者による意向表明文書の取り扱いと作成支援についての留意点 

（１）作成のタイミング 

 意向表明文書を作成するタイミングは、複数回答による調査結果によると、「契約時」と

回答した事業者が約８割を占めた。また、契約後本人からの希望があった時、契約後入院な

どのイベントがあった時がいずれも 31.7％であった（Q2-2-4：複数回答可）。しかしながら、

作成のタイミングは前述1のように、本人の意思に基づくことが前提であるため、意向表明

文書の作成を契約時の条件等とすることで、暗に作成を強要するべきではない。本人との定

期的な対話のなかで意向表明文書の作成を希望しているかどうか見計らい、その希望を受

け、事業者にその支援を希望する場合に作成支援を行う。 

（２）作成支援の具体的な留意点 

１）意向表明文書の作成希望の確認 

 利用者が、意向表明文書の作成に関する支援を希望する場合も前述2のように、ACP の

意義を踏まえ、利用者が意向表明文書を作成する目的を理解した上で、利用者の自発的

な希望に基づくことが重要である。 

２）意向表明文書の作成支援 

 利用者が意向表明文書の作成について支援を希望する場合、事業者がその希望に応じ

た支援を行うが、例えば、以下のような支援が考えられる。 

① 事業者自身が「プロセスガイドライン」や ACP についての理解を深めるため、

研修会に参加するなどして、知識を深めておく。 

 
1 Ⅲ．高齢者等終身サポート事業者が意向表明文書の取り扱いおよび作成支援に関わる際
の基本認識 
2 Ⅲ．高齢者等終身サポート事業者が意向表明文書の取り扱いおよび作成支援に関わる際
の基本認識 
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② 厚生労働省のホームページに掲載されている ACP のリーフレットや人生会議学

習サイトを紹介するなど、利用者が ACP についての知識を得られる機会を提供す

ることが求められる。また、利用者が居住する地域やオンラインで実施されている

ACP に関する取り組み等についても情報収集に努め、「プロセスガイドライン」に

沿った内容を含んでいる取り組み等について情報提供する。 

③ 自治体の取り組みの中で使用しているエンディングノート等を活用して、丁寧な

話し合いに基づいた作成支援を行う。 

④ 利用者が希望する人（家族等、かかりつけ医、ケアマネジャー等）が話し合いに 

同席してチームで十分に相談をすることが望ましい。 

⑤ 利用者の了承のもとで、医療や介護に関する検討をする際に、医療従事者や介護 

従事者が同席することも考えられる。 

⑥ これらのプロセスを踏まえて意向表明の要点を、箇条書き等、具体的な表現でま 

とめることは有用である。また、本人の意向が形成されたプロセスや、その意向の 

背景にある価値観や選好についても記載することが重要である。 

なお、調査回答時に意向表明文書の提供を求めたところ、事業者が用意した包括的な

文書に署名する形式やチェックリスト形式で意向表明文書を作成しているケースが少

なくないことが明らかになった。このような形式では、チェックリストを確認すること

のみに焦点が移ることで、丁寧な話し合いのプロセスを踏むことが十分に期待できない

ため望ましくない。 

３）意向表明文書の適切な活用 

 調査結果では、医療に係る意向表明文書を作成した場合に「情報共有を行っていない」

と回答した事業者が 12.5％あった（Q2-2-10：複数回答可）が、意向表明文書が適切に活

用され、本人の希望に沿った医療が行われるためには、適時に意向表明文書の情報が共

有される必要がある。特に、事業者が緊急連絡先を受託している場合には、利用者が緊

急連絡先や意向を直接伝えることができない場合においても、緊急連絡先等が明確にな

るようにしておくことが望ましい。 

その対応として、調査結果の取組例では、事業者が緊急連絡先であることを、約９割

の事業者が医療機関に直接伝えていた。また、緊急連絡先が記載されているカード等を

利用者に携帯してもらっていると回答した事業者が約半数であった。具体的には、QR コ

ードのシールや衣類縫付タイプで医療情報等を収めている例、保険証や事業者の名刺と

一緒に携帯する例もあった。そのほか、利用者が居住するマンションの運営管理会社に

伝えておくなどの対応を行っている事業者があった（Q1-2-1：複数回答可）。 

また、事業者が緊急連絡先を受託している場合でも対応が困難な場合を想定し、利用

者の居住施設の関係者等に、意向表明文書を共有することも考えられる。 

４）契約時に利用者が既に意向表明文書の作成をしていた場合 

 意向表明文書の更新や保管、医療機関との共有、緊急連絡先の取り扱いについて、後
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述3する方法を参考に支援する。 

 

Ⅴ．意向表明文書の内容についての留意点 

（１）本人の意向の背景を理解する情報の必要性 

 調査結果によると、意向表明文書に関するサービスを提供している事業者のうち、約９割

が意向表明文書にいわゆる「延命治療」に関することが含まれていると回答した（Q2-2-7：

複数回答可）。意向表明はあくまで利用者の意思に基づいてなされるものではあるが、利用

者の価値観を推し量れないと、医師等の医療従事者が本人にとっての最善の決定をするこ

とが困難な場合がある。もし利用者から内容についてどのようなことを記載すべきかにつ

いて支援の希望を受けた場合には、次のような項目を例示することも作成の際の助けにな

る。また、利用者が意思表明が困難な際に、医療・ケアチームに相談して欲しい人やその連

絡先等を記載しておくことも有用である。 

 人生において大切なこと（例：家族、友人、趣味、宗教など） 

 人生に喜びをもたらすものや最も楽しみにしていること（例：食事、旅行など） 

 大きな決断をする際の傾向（例：自分で決定したい、家族等と話し合いたい、専門

家の意見を聞きたいなど） 

 最期に過ごしたい場所や会いたい人 

 その他利用者が意向表明を希望する事項 

 

（２）想定している場面に関する具体的な記述の必要性 

 表明された本人の意向が、どのような場面を前提としているのかを明確にしておくこと

は、医療・ケアチームが本人にとっての最善の方針を決定する際にも有用であり、また紛争

の予防に資する。例えば、「延命治療」や「終末期」という言葉を使用する場合、その意味

するところは必ずしも一義的ではなく、一般に使用される意味と本人の想定する状況、さら

に医師等の医療従事者が想定する状況が異なることもあり得る。 

そのため、表明された意向が、具体的にどのような状況に置かれた場合を想定しているの

かについても、医師等の医療従事者が理解できる形で文書化される必要があると考える。過

去の判例を参照すると、どのような状況を想定して書かれた意向なのかが曖昧な意向表明

文書は、有効な文書と判断されない可能性があるゆえ、医師が書面に記載された意向に沿っ

た医療行為の実施や不実施を躊躇することが懸念される。 

 

 

 

 
3 Ⅵ．意向表明文書作成後の支援 
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＜コラム：判例から学ぶ：事前指示書の適用場面において医師の善管注意義務が争点となった事案＞ 

１．医療行為を行う時点で患者自身意思表示ができない状況にある場合、医師は事前指示書の提供を受け、そこ

に記載された内容から患者の意向を把握し、医療行為の実施あるいは不実施の判断を迫られることになる。医

師は医療水準に合致した医療を提供する義務を負うため、例えば気管切開や人工呼吸管理が必要な状態の患

者にこれらの措置を行わなかった場合には、それが患者の同意に基づいてなされたものでない限りは、医師は

善管注意義務を問われ得る。すなわち、患者の同意の有無やその有効性についての判断を誤った場合、医師は

同意のないまま医療水準に満たない医療行為を行ったとして事後的に遺族とのトラブルや訴訟リスクを負う

ことになる。 

２．そこで、患者の同意の有無や効力に関連して医師の善管注意義務が争われた事案を紹介する。 

 （１）施設入所時に終末期ケアの希望として「施設で可能な医療を行い自然の経過による死」を希望する旨の

表明がされていた患者に対し、急変時に酸素療法等の処置を行わなかったことが医師の善管注意義務にあた

るかが争われた事案において、第一審の甲府地方裁判所令和元年１１月２６日判決は、延命措置を希望してい

ない患者であったこと等を理由に、本件では酸素療法等を行うべき義務は医師には認められないとして原告

の主張を排斥した。これに対し第二審の東京高裁令和２年８月１９日判決は、事前指示書は「終末期ケア」に

関するものであるところ、本件患者の病態はいかなる治療によっても不可逆的な状態で改善の見通しがない

状態にあったとは認められないから、適切な医療処置を施すべき注意義務があったにもかかわらずそれを怠

ったと医師の過失を認定した。第一審が事前指示書を重視し、やや安易に医師の過失を否定したように思われ

るのに対し、第二審は、事前指示書の適用場面を「終末期ケア」に限られると厳格に解し、患者の状態が「終

末期ケア」の状態にあったか否かを丁寧に事実認定したものと考えられる。 

 （２）事前指示書が作成されていた事案とは異なるものの、気管挿管及び人工呼吸管理を行わないことについ

ての同意の有無が争われた京都地裁令和４年３月２日判決も参考となる。患者はネフローゼ症候群で入院中、

侵襲的な検査や治療、血液透析も一切拒否するという意思を明確に示していたため、医師はネフローゼ症候群

の治療を中止し、退院して帰宅することを家族を通じて説明をし、家族もこれに同意をした。この家族からの

同意の意味について、医師は「例えていえば癌の終末期に近い状態」、「寿命を言えることを前提とした自宅、

という感じか」等の言葉を使用して家族に説明をしたこと等から、家族は「看取り」すなわち急変時にも気管

切開や人工呼吸管理を行わないことを理解し同意したものだと反論した。これに対し上記京都地裁判決は、家

族への説明の際、医師は患者が死を覚悟すべき状態にあるか等の点に触れなかったことを指摘し、このような

状況下で治療中止及び退院についての同意があったとしても、それは気管挿管及び人工呼吸管理を行わない

ことについての同意とは認められないとして気管切開等を行わなかったことについて医師の過失を認めた。

気管切開及び人工呼吸管理を行わないことの有効な同意が認められるためには、意思表明者に「死を覚悟すべ

き状況における選択」であることの認識が必要であり、そのような適用場面を認識しないままに表明された意

向は患者の同意としての効力に疑義が生じることを示唆したものとして意味があると考えられる。 

３．上記２つの判決をみると、医療行為の実施あるいは不実施が患者の事前指示や同意に基づくものとして善管

注意義務を問われないためには、当該医療行為が患者の事前指示や同意に沿って行われたことのみならず、当

該意向の適用場面と実際の医療行為の状況が合致していたかどうかも要素として重要な意味をもつと考えら

れる。 
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 （１）そのためには、医療意向書の作成に意思決定支援の立場で関与・提供する身元保証事業者には ACP 等の

研修を得た上での関与が不可欠と解される。その意味で提供側の身元保証事業者に対するルールの提示は重

要である。 

 （２）一方で医師は患者が事前指示書を作成した経緯や状況についての情報を持たないため、多くのケースで

は提供された事前指示書の記載内容からその適用場面について判断をせざるを得ない。記載のみではその適

用場面が不明あるいは曖昧な事前指示書については、事後的な訴訟リスク等を心配し、医師が事前指示書の内

容を医療行為に反映させることを躊躇するケースも当然出てくると懸念される。 

Ⅵ．意向表明文書作成後の支援 

（１）定期的な意向表明文書の更新 

 調査結果によると、意向表明文書が作成されてから一定の時間が経過した後、内容につい

て利用者に再確認をしていないと回答した事業者が約１割であった（Q2-2-9：複数回答可）。

しかしながら、利用者の意向は変化し、健康状態や家族等との関係の変化がその動機となる

場合がある。 

利用者本人が自ら意向表明文書の更新を申し出ることが望ましいが、そのような申し出

がない場合には、事業者が定期的に話し合いの場を使って、意向を確認することが重要であ

る。利用者の健康状態や家族等との関係の変化の際には面談を設定することが望ましい。意

向確認のみを目的とした面談をわざわざ設けなくても、事業者が実施している他の目的の

面談の機会を利用して、それとなく確認する方法も検討できよう。 

 定期的な面談は作成時と同様に丁寧に行い、変更点や追加事項を確認する。また、変更後

の意向表明文書が適切に活用されるために、変更等の背景や理由も確認し、記載してもらう

か、事業者側の記録として残しておくとよい。 

（２）意向表明文書の保管 

 基本的には利用者およびその家族等、事業者が保管する。また、利用者の了承のもとで当

該文書を医師等へ提供する。利用者の意思表示が困難な場合は、「支援に関するガイドライ

ン」を参考に取り組む。 

（３）意向表明文書の共有 

 医療行為等に関する意向表明文書は医療機関との共有が重要となる。また、家族等との共

有も重要であり、本人の了承を得た上で、共有する者およびタイミング等を決める必要があ

る。 

（４）活用時点での意向の確認 

 意向表明文書を作成した場合であっても、実際に医療行為が必要となった時点において

本人が意思表示を明確にできる場合は、まず利用者本人のその時点での意向が尊重される

べきであり、意向表明文書の内容が本人意向であるとの判断を安易にすべきではない。他方、

意思決定が求められる時点で本人の意思が確認できない場合、「支援に関するガイドライン」

を参照の上、支援に取り組むことが重要である。なお、そのような場合でも、最適な医療の



8 
 

提供を検討する際には、意向表明文書の背景を把握した記載は参考になる。 
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参考資料：身寄りがない人への医療行為の同意に関する実態把握のための調査およびその

結果 

Ａ．研究目的 

 本研究班では、身寄りがない高齢者等が医療を必要とする場合に備え、その意向確認に際

して高齢者等終身サポート事業者が担う役割や留意すべき事項等の全体像を示すことを目

的に高齢者等終身サポート事業者を対象とした調査票による調査およびヒアリング調査を

行った。 

Ｂ．研究方法 

１．研究内容 

 高齢者等終身サポート事業者による医療に係る意向表明文書に関するサービスの

実態について調査票による調査を実施した。 

２．対象者 

 インターネットで検索エンジン（google、bing 等）を用いて特定した高齢者等終身

サポート事業者を対象とした。 

 検索語句：高齢者、身元保証、身元引き受け、高齢者等終身サポート、生活支援、

死後事務 

３．調査実施期間 

 令和 6年 9 月～11 月 

４．調査方法 

【調査票による調査】 

 395 の高齢者等終身サポート事業者に調査票を配布した。回収方法は郵送または

Microsoft Forms を利用した。 

【ヒアリング調査】 

 調査票による調査でヒアリングの同意が得られた 68事業者を対象に、多様性を考

慮して事業者を選択し、応諾の得られた 10 事業者に対して、Zoom または対面によ

るヒアリングを実施した。 

（倫理的配慮） 

 本研究は、国立成育医療研究センター倫理審査委員会の承認を得て実施した（受付番

号 2024-088）。 

Ｃ．研究結果 

１．回収率 

 郵送による返送 68 件、Microsoft Forms による返送 71 件の合計 139 件の回答があっ

た（回収率 35.2%）。 

２．結果 
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Q1-1. 実施形態 N=139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-2. 提供しているサービス（複数回答） N=139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-2. 1-② 緊急連絡先の受託に〇をした方 

Q1-2-1. 事業者が緊急連絡先であることを医療機関へ伝える方法（複数回答） N=126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施形態

一般社団法人 法人 株式会社 公益社団法人 その他団体 無回答

①入院の際の身元保証人の受託

②緊急連絡先の受託

③医療に係る意思決定の支援

①火葬・埋葬に関する事務

②葬儀等に関する事務

③行政官庁等への届出に関する事務

④病院・施設・自宅の処理に関する事務

①受診・通院の支援

②入院、転院、退院の際の移動の支援

【 その他】

提供しているサービス（複数回答）

①事業者から医療機関に直接伝えている

②サービスを受ける人が口頭で伝えている

③緊急連絡先が記載されているカード等を携帯

④その他

事業者が緊急連絡先であることを医療機関へ伝える方法（複数回答）
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Q1-3. サービスを受ける人と定期的な面談 N=139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-4. 直近 1 年間のサービスを受ける人（複数回答） 

Q1-4-1.  契約者 N=139 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-4-2.  契約時の年齢 N=139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①サービスを受ける人と契約者が同じ

②サービスを受ける人と契約者が異なる

③その他

直近 年間のサービスを受ける人：契約者（複数回答）

サービスを受ける人と定期的な面談

①定期的な面談を行っている

②契約者が希望する場合に定期的な面談を行っている

③契約者とは定期的な面談を行わない

④その他

無回答

① 歳代

② 歳代

③ 歳代

④ 歳代

⑤ 歳代

⑥ 歳代

⑦ 歳代

⑧ 歳代

⑨ 歳代

⑩ 歳代

直近 年間のサービスを受ける人：契約時の年齢（複数回答）
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Q1-4-3. 契約時または契約中の権利擁護の制度の利用 N=139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-1. 医療に係る意向表明文書に関するサービスを提供していますか。 N=139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-1. 提供しているに〇をした方 

Q2-2-1. 医療に係る意向表明文書を作成する前に、事業者が実施すること（複数回答） N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①法定後見制度

②任意後見制度

③日常生活自立支援事業

④その他

直近 年間のサービスを受ける人
契約時または契約中の権利擁護の制度の利用

医療に係る意向表明文書に関するサービスの提供

①提供している ②提供していない 無回答

医療に係る意向表明文書を作成する前に、事業者が実施すること（複数回答）

①特に何も行わない

②エンディングノートなどを紹介する

③事前指示（リビングウィル・医療の意思決定を代理する人）について説明する

④アドバンス・ケア・プランニングについて説明する

⑤アドバンス・ケア・プランニングやエンディングノート作成等の地域の取組を紹介する

⑥その他
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Q2-2-2. 全てのサービスを受ける人のうち、医療に係る意向表明文書を作成する人の割合 N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-2-3. サービスを受ける人が、医療に係る意向表明文書を作成するきっかけ（複数回答） N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-2-4. 医療に係る意向表明文書を作成するタイミング（複数回答） N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全てのサービスを受ける人のうち、医療に係る意向表明文書を作成する人の割合

①約 ％ ②約 ％ ③約 ％ ④約 ％ ⑤約 ％ ⑥約 ％ 無回答

①本人（サービスを受ける人）からの要望

②事業者からの提案

③施設や病院からの提案

④その他

サービスを受ける人が、医療に係る意向表明文書を作成するきっかけ（複数回
答）

①契約の前から

②契約時

③契約後、サービスを受ける人からの希望があったとき

④契約後、イベント（入院など）があったとき

⑤その他

医療に係る意向表明文書を作成するタイミング（複数回答）
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Q2-2-5-1. 医療に係る意向表明文書の作成にあたって、サービスを受ける人を交えた話し合い 

N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療に係る意向表明文書の作成にあたってサービスを受ける人を交えた話し合い

①特に方針は決まっていない

②サービスを受ける人に加えて、サービスを受ける人以外の人も交えて話し合いを行う方針である

③サービスを受ける人と話し合いを行う方針である

④サービスを受ける人が意思決定に困難を抱えていた場合にのみ、サービスを受ける人と話し合いを行う方針である

⑤サービスを受ける人から提出される書面を尊重し、話し合いは行わない方針である

⑥あてはまるものはない
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Q2-2-5-1. ②サービスを受ける人に加えて、サービスを受ける人以外の人も交えて話し合いを行

う方針であるに〇をした方 

Q2-2-5-2. 医療に係る意向表明文書の作成にあたって、サービスを受ける人以外の人も交えた話

し合いを実現する場合、どのような立場の人に参加を要請する方針ですか（複数回答） N=46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-2-6-1. 医療に係る意向表明を盛り込んでいる文書 N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療に係る意向表明文書の作成にあたって、サービスを受ける人以外の人も交えた話し合い
を実現する場合、どのような立場の人に参加を要請する方針ですか（複数回答）

①特に方針は決まっていない

②サービスを受ける人が同席を希望する人なら誰でも

③サービスを受ける人と交流のある家族等

④家族等ではないが、サービスを受ける人と交流のある人

⑤医療従事者（サービスを受ける人が定期的に受診している場合）

⑥介護事業者（サービスを受ける人が介護サービスを利用している場合）

⑦その他

医療に係る意向表明を盛り込んでいる文書

①私文書 ②公文書（公正証書） ③作成していない（口頭での説明のみなど） ④その他
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Q2-2-6-1. ②公文書に〇をした方 

Q2-2-6-2.  公正証書による委任事務の中で、医療に係る意向表明を盛り込んでいるもの（複数回

答） N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-2-7. 医療に係る意向表明文書に含まれる内容（複数回答） N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-2-8. 医療に係る意向表明文書の保管（複数回答） N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生前事務委任契約公正証書

②任意後見契約公正証書

③尊厳死宣言公正証書

④その他

公正証書による委任事務の中で、医療に係る意向表明を盛り込んでいるもの
（複数回答）

①延命治療に関すること

②栄養に関すること

③緩和ケアに関すること

④その他の処置に関すること

⑤本人の希望に関すること

⑥事務的事項

⑦その他

医療に係る意向表明文書に含まれる内容（複数回答）

①事業者が保管

②サービスを受ける人が保管

③契約者が保管

④家族等が保管

⑤医療従事者が保管

⑥介護事業者が保管

⑦その他

医療に係る意向表明文書の保管（複数回答）
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Q2-2-9. 医療に係る意向表明文書の再確認（複数回答） N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-2-10. 医療に係る意向表明文書の情報共有（複数回答） N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①再確認をしていない

②イベント（入院など）があったときに再確認

③サービスを受ける人からの希望があったときに再確認

④定期的に再確認

⑤定期的に更新

⑥その他

医療に係る意向表明文書の再確認（複数回答）

①情報共有を行っていない

②事業者が主導的に、医療機関と情報共有

③事業者が主導的に、家族等と情報共有

④サービスを受ける人が主導的に、医療機関と情報共有

⑤サービスを受ける人が主導的に、家族等と情報共有

⑥その他

医療に係る意向表明文書の情報共有（複数回答）
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Q2-2-11. サービスを受ける人の体調が変化し、医療に係る意向表明文書に含まれる医療行為が必

要になったが、サービスを受ける人の判断能力の低下により、サービスを受ける人の最新の意向

を確認できない場合を想定して下さい。医療に係る意向表明文書を医療機関に提示する前に、事

業者として行うこと（複数回答） N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療に係る意向表明文書を医療機関に提示する前に、事業者として行うこと
（複数回答）

①特に行わない

②文書の記載内容を確認

③意向表明文書の作成の際に参加した人と文書の記載内容について確認

④サービスを受ける人が他に残している文章の記載内容を確認

⑤家族等に連絡をして、文書の記載内容に従った処置に対する同意を得る

⑥その他
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Q2-2-16-1. 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（厚生労

働省）」の活用状況 N=104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-1.で医療に係る意向表明文書に関するサービスを「② 提供していない」に〇をした方 

Q3. 医療機関から事業者へ要請があった場合に、サービスを受ける人の価値観に関する情報の提

供（面接記録の提供など）を想定していますか N=31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
の活用状況

①存在を知らない ②存在を知っているし、活用している

③存在を知っているが、活用していない 無回答

サービスを受ける人の価値観に関する情報の提供を想定していますか

①提供を想定している ②提供を想定していない 無回答


